[bookmark: _Hlk224651843]第２号様式（第９条関係）
誓約書及び同意書
令和　　年　　月　　日　

相　模　原　市　長　あて
事業所の所在地　相模原市欄　　　　　　　　あ
自宅の住所（個人事業主の場合のみ記入）　記　入　欄　　　　　　　　あ
事業者名（法人名又は屋号）　記　入　欄　　　　　　　　あ
役職名（法人の場合のみ記入）　記　入　欄　　　　　　　　あ
[bookmark: _Hlk224653040]氏名又は代表者氏名　　記　　欄　　　　　　　　あ

　　　　　　

相模原市中小企業生産性向上支援補助金の交付申請にあたり、申請者（※１）が暴力団に該当しないこと及び下記の内容について確認・同意し、誓約します。

記
１　　補助対象となる経費の全部又は一部について、本補助金を含む本市の補助制度、又は国、県その他地方公共団体の財政的な支援を受けた、又は受ける見込みがないこと。
２　　「募集案内」の内容を確認し、本補助金の支給要件をすべて満たしていること。また、申請書類の記載事項及び添付書類等の内容は真正であること。虚偽・錯誤により支給要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金の返還等に応じること。
３　　市税の滞納がないこと。また、本補助金を申請したもの（以下「申請者」とする。）の納付状況を本市において調査をすることに同意すること。
４　　労働生産性向上を図る目的で実施する設備等の購入について申請すること。申請者が、相模原市内に自らが事業を営む事業所等を有する法人又は個人事業主であること。
５　　本補助金で申請した物品については、自社で使用する物品等であり、販売・転売又はレンタル等を目的としたものではないこと。
（裏面へつづく）
６　　申請書の内容を確認するために、本市から検査等の求めがあった場合は、これに応じること。
７　　提出する書類等は、返却を求めないこと。
８　　相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号) 第２条第２号から第５号までに規定する暴力団等に該当せず、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団等が経営に関与していないこと。
９　　本市が、申請者について、相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号) 第２条第２号から第５号までに規定する暴力団等に該当するか否かを本市が必要に応じて神奈川県警察本部へ照会及びその他の必要な措置を講ずること。
１０　本補助金により取得し、又は効用の増加した財産について、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供しないこと。また、補助事業の完了後においても、単価が５０万円以上の処分制限財産については、取得財産管理台帳により管理し、処分期間内に処分しようとするときは市の承認を受けること。処分制限財産を処分した場合、補助金の返還を求めることがあること。
１１　本補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え付けるとともに、本補助金に係る全ての関係書類は、５年間保管すること。また、国の会計検査院及び本市が行う実地調査に協力すること。
１２　実施した補助事業について、本市からヒアリングやホームページの掲載等について依頼があった場合、仕様の提出等に協力すること。
（※１）代表者、役員又はその他の事業に携わる者をいう。
　　　　法人の場合は、役員等氏名一覧表（第２号様式）も提出すること。
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